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今
定
例
会
で
は
、
市
長
か
ら
二

十
七
件
の
議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。
主
な
議
案
の
内
容
は
次
の
と

お
り
で
す
。

【
条
例
の
制
定
議
案
】

鎌
倉
市
犯
罪
の
な
い
安
全
安
心
ま

ち
づ
く
り
推
進
条
例

　
防
犯
意
識
の
高
揚
を
図
り
、
自

主
的
な
防
犯
活
動
を
推
進
す
る
こ

と
で
、
犯
罪
被
害
の
な
い
、
安
全

で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
目
指
し

て
、
次
の
と
お
り
必
要
な
事
項
を

定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

【
第
一
条
】
犯
罪
被
害
の
防
止
等

に
つ
い
て
、
市
の
責
務
並
び
に
自

主
防
犯
活
動
団
体
、
事
業
者
及
び

土
地
所
有
者
の
役
割
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
の
な
い
安

全
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で

き
る
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
旨
を
規

定【第
二
条
】
用
語
の
定
義
を
規
定

【
第
三
条
】
市
及
び
市
民
等
は
、自

立
の
精
神
及
び
相
互
扶
助
の
精
神

に
支
え
ら
れ
た
良
好
な
地
域
社
会

の
形
成
を
認
識
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

責
務
及
び
役
割
を
果
た
す
と
と
も

に
、
役
割
の
中
で
互
い
に
連
携
・

協
力
す
る
こ
と
な
ど
の
基
本
理
念

を
規
定

【
第
四
条
か
ら
第
八
条
】
市
の
責

務
並
び
に
市
民
、
自
主
防
犯
活
動

団
体
、
事
業
者
及
び
土
地
所
有
者

等
の
役
割
を
規
定

【
第
九
条
】
安
全
で
安
心
し
て
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
、
市
と
し
て
の

計
画
を
策
定
す
る
旨
を
規
定

【
第
十
条
】
基
本
的
事
項
ま
た
は

重
要
事
項
の
調
査
・
審
議
を
行
う

た
め
、
自
主
防
犯
活
動
団
体
及
び

関
係
機
関
等
の
代
表
者
並
び
に
市

職
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
鎌
倉
市
安

全
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会

を
設
置
す
る
旨
を
規
定

【
第
十
一
条
】
本
条
例
の
施
行
に

関
し
、
必
要
な
事
項
は
規
則
に
委

任
す
る
旨
を
規
定

　
付
則
と
し
て
、
本
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
経
過
措
置
と
し
て
、
現
行
の

鎌
倉
市
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り

推
進
プ
ラ
ン
を
第
九
条
で
規
定
す

る
計
画
と
み
な
す
こ
と
を
規
定
す

る
と
と
も
に
、
鎌
倉
市
非
常
勤
特

別
職
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
を
行

い
、
鎌
倉
市
安
全
安
心
ま
ち
づ
く

り
推
進
協
議
会
の
委
員
報
酬
を
日

額
三
千
円
に
規
定
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

【
条
例
の
一
部
改
正
議
案
】

鎌
倉
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十

二
年
度
を
計
画
期
間
と
す
る
第
二

次
職
員
数
適
正
化
計
画
を
推
進
し

て
き
た
結
果
、
市
長
の
事
務
部
局

並
び
に
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局

及
び
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
に

お
い
て
、
条
例
上
の
定
数
と
実
員

数
と
の
間
に
乖
離
が
生
じ
た
こ
と

か
ら
、
市
長
の
事
務
部
局
の
定
数

千
九
十
四
人
を
九
百
七
十
五
人

に
、
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
及

び
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
定

数
百
九
十
五
人
を
百
四
十
六
人

に
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
二
十
二
年
四

月
一
日
現
在
の
実
員
数
に
改
正
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
本
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
す
。

　
議
会
で
は
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

防
災
公
園
街
区
整
備
事
業
に
関
す

る
協
定

　
鎌
倉
市
岩
瀬
下
関
地
区
防
災
公

園
街
区
整
備
事
業
に
お
け
る
事
業

区
域
の
防
災
公
園
部
分
及
び
市
街

地
部
分
の
事
業
を
実
施
す
る
た
め
、

平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
付

で
締
結
し
た
、
鎌
倉
市
岩
瀬
下
関

地
区
防
災
公
園
街
区
整
備
事
業
に

関
す
る
基
本
協
定
書
の
規
定
に
基

づ
き
、
整
備
計
画
、
費
用
負
担
方

法
及
び
役
割
分
担
等
に
関
し
、
独

立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
神
奈

川
地
域
支
社
と
協
定
を
締
結
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、協
定
金
額
は
、

防
災
公
園
部
分
十
八
億
二
千
五
百

三
十
五
万
円
、
市
街
地
部
分
二
億

七
千
二
百
九
十
万
五
千
円
で
、
協

定
期
間
は
と
も
に
平
成
二
十
二
年

度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
と

定
め
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

岩
瀬
下
関
地
区
防
災
公
園
街
区
整

備
事
業
用
地
の
取
得

　
防
災
公
園
街
区
を
整
備
す
る
た

め
、
当
該
用
地
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

　
土
地
の
所
在
は
鎌
倉
市
岩
瀬
字

上
耕
地
六
百
三
十
番
一
ほ
か
二
十

三
筆
、地
目
は
雑
種
地
及
び
宅
地
、

面
積
は
九
千
八
百
六
十
一
・
八
二

平
方
メ
ー
ト
ル
、
取
得
価
格
は
十

三
億
九
千
五
百
二
万
三
百
九
十
七

円
で
す
。

　
な
お
、
土
地
代
金
は
別
途
締
結

す
る
防
災
公
園
部
分
及
び
市
街
地

部
分
の
協
定
に
基
づ
き
、
毎
年
度

支
払
い
、
土
地
の
引
き
渡
し
は
防

災
公
園
街
区
整
備
事
業
の
完
了
す

る
平
成
二
十
六
年
度
末
に
な
る
予

定
で
す
。

　
議
会
で
は
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

国
指
定
史
跡
大
町
釈
迦
堂
口
遺
跡

用
地
の
取
得

　
当
該
用
地
を
取
得
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
土
地
の
所
在
は
鎌
倉

市
大
町
三
丁
目
千
四
百
二
十
五
番

ほ
か
八
筆
、
地
目
は
山
林
及
び
宅

地
、面
積
は
一
万
六
千
百
五
十
八・

八
三
平
方
メ
ー
ト
ル
、
取
得
価
格

は
五
億
七
千
五
十
四
万
二
千
円
で

す
。

　
議
会
で
は
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

　
今
定
例
会
で
は
、
平
成
二
十
二

年
度
一
般
会
計
及
び
六
特
別
会
計

補
正
予
算
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
議
会
で
は
、
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
六
号
）
を
多
数
の
賛
成
で

修
正
可
決
、
そ
の
他
の
補
正
予
算

議
案
に
つ
い
て
は
総
員
の
賛
成
で

原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

　
補
正
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
す
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
五
号
）

　
財
産
管
理
一
般
の
経
費
等
の
所

要
の
経
費
を
追
加
し
、
障
害
者
福

祉
の
経
費
、
消
防
施
設
の
経
費
、

小
学
校
施
設
整
備
の
経
費
、
文
化

財
の
保
護
整
備
の
経
費
並
び
に
国

民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
及
び

下
水
道
事
業
特
別
会
計
へ
の
繰
出

金
の
減
額
を
す
る
ほ
か
、継
続
費
、

繰
越
明
許
費
、
債
務
負
担
行
為
の

追
加
及
び
地
方
債
の
補
正
を
行
う

も
の
で
、
歳
入
歳
出
い
ず
れ
も
五

億
七
千
七
百
六
十
万
円
の
減
額
と

な
り
、
補
正
後
の
総
額
は
五
百
八

十
二
億
五
千
七
百
十
万
円
と
な
り

ま
す
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
六
号
）

　
歳
出
は
、
財
政
調
整
基
金
積
立

金
の
減
額
、
市
道
〇
五
三
―
一
〇

一
号
線
の
原
状
回
復
の
た
め
の
道

路
詳
細
設
計
等
業
務
委
託
料
の
追

加
及
び
大
船
駅
西
口
ペ
デ
ス
ト
リ

ア
ン
デ
ッ
キ
等
整
備
事
業
の
年
割

額
の
変
更
に
伴
う
財
源
内
訳
の
変

更
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
歳

入
は
、
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
及
び

都
市
計
画
事
業
債
を
追
加
す
る
と

と
も
に
財
政
調
整
基
金
繰
入
金
の

減
額
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
繰
越
明
許
費
の
追
加

や
地
方
債
に
つ
い
て
の
補
正
等
も

行
お
う
と
す
る
も
の
で
、
歳
入
歳

出
の
総
額
に
増
減
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
に
対
し
議
会
で
は
、
次
の

内
容
の
委
員
会
修
正
案
を
多
数
の

賛
成
に
よ
り
可
決
し
、
修
正
部
分

を
除
く
原
案
に
つ
い
て
は
総
員
の

賛
成
に
よ
り
可
決
し
ま
し
た
。

　
道
路
詳
細
設
計
等
に
係
る
委
託

料
は
、
工
事
着
工
に
結
び
つ
く
見

通
し
も
つ
か
な
い
状
況
で
あ
り
、

根
本
的
な
解
決
の
た
め
に
は
、
市

長
が
中
心
と
な
り
、
事
業
者
と
住

民
と
の
十
分
な
協
議
を
進
め
、
市

民
の
安
全・安
心
に
寄
与
す
る
よ
う

な
土
地
利
用
を
見
出
す
べ
き
で
あ

る
と
の
趣
旨
か
ら
、
こ
の
委
託
料

を
削
除
し
て
財
政
調
整
基
金
積
立

金
を
元
の
額
に
戻
し
、
併
せ
て
繰

越
明
許
費
も
取
り
下
げ
る
こ
と
。

特
別
会
計
補
正
予
算

◇
下
水
道
事
業
特
別
会
計

　
歳
入
歳
出
と
も
に
四
億
七
百
万

円
を
減
額
す
る
も
の
で
、
補
正
後

の
総
額
は
八
十
九
億
三
百
六
十
万

円
と
な
り
ま
す
。

◇
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

　
歳
入
歳
出
と
も
に
七
千
六
百
十

万
円
を
追
加
す
る
も
の
で
、
補
正

後
の
総
額
は
百
七
十
四
億
六
千
十

万
円
と
な
り
ま
す
。

◇
老
人
保
健
医
療
事
業
特
別
会
計

　
歳
入
歳
出
と
も
に
一
千
四
百
十

万
円
を
減
額
す
る
も
の
で
、
補
正

後
の
総
額
は
一
千
百
三
十
万
円
と

な
り
ま
す
。

◇
公
共
用
地
先
行
取
得
事
業
特
別

会
計

　
歳
入
予
算
の
財
源
内
訳
の
変
更

を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
補
正

後
の
歳
入
予
算
に
増
減
は
あ
り
ま

せ
ん
。

◇
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

　
歳
入
歳
出
と
も
に
一
億
九
千
百

八
十
万
円
を
追
加
す
る
も
の
で
、

補
正
後
の
総
額
は
百
十
九
億
一
千

百
九
十
万
円
と
な
り
ま
す
。

◇
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
特
別
会

計　
歳
入
歳
出
と
も
に
二
億
四
千
百

二
十
万
円
を
追
加
す
る
も
の
で
、

補
正
後
の
総
額
は
四
十
三
億
二
百

三
十
万
円
と
な
り
ま
す
。

　
市
長
か
ら
人
権
擁
護
委
員
の
候

補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
の
議
案
が

提
出
さ
れ
、
議
会
で
は
総
員
の
賛

成
に
よ
り
同
意
し
ま
し
た
。

　
推
薦
さ
れ
た
方
は
次
の
と
お
り

で
す
。

宇
佐
美
　
邦
夫
氏�

（
腰
越
在
住
）

岡
崎
　
美
奈
子
氏�

（
手
広
在
住
）

東
山
　
勉
氏�

（
大
町
在
住
）

渡
邊
　
武
二
氏�

（
常
盤
在
住
）

議決された
主な議案
議決された
主な議案

岩瀬下関地区防災公園予定地

条
例
関
係
議
案

協
定
の
締
結
議
案

人
権
擁
護
委
員

不
動
産
の
取
得
議
案

二
十
二
年
度
補
正
予
算

　鎌倉市議会では、本会議のインターネッ
ト中継に引き続き、各常任委員会等につい
ても中継を行っています（録画映像も見るこ
とができます）。
　本会議や実質
的な審査の場で
ある各常任委員
会等を是非ご覧
ください。

中継ページは、市議会ホームページから！
　本会議・委員会の中継は、市議会ホー
ムページ内、「会議中継システム」か
ら生中継及び録画映像を見ることがで
きます。
　そのほか、本会議・委員会の日程の
お知らせや市議会議員の紹介、議会の
流れや議会用語等の解説、さらに「会
議録検索システム」でこれまでの本会
議や委員会の会議録を見ることができ
ますので、どうぞご利用ください。

本会議・委員会映像、公開中です!

●鎌倉市議会ホームページはこちら！
　　http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/gikai/index.htmｌ　　または、 検索鎌倉市議会

クリック！

　
本
紙
が
鎌
倉
市
民
の
皆
様
の
お

手
元
に
届
く
頃
に
は
、
東
日
本
大

震
災
の
被
災
地
に
は
、
き
っ
と
希

望
の
槌
音
が
響
い
て
い
る
事
で

し
ょ
う
。

　
改
め
て
、
衷
心
よ
り
、
犠
牲
者

の
方
々
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。

　
三
月
十
一
日
、
震
災
当
時
議
会

は
予
算
特
別
委
員
会
の
最
中
で
あ

り
、
屋
外
退
避
後
延
会
。
そ
の
後

計
画
停
電
の
中
、
審
議
は
続
行
さ

れ
、
本
会
議
に
お
い
て
、
昨
年
に

引
き
続
き
修
正
予
算
を
可
決
し
た

の
で
す
。

　
し
か
し
、
市
長
は
元
の
予
算
を

復
活
さ
せ
る
た
め
、
再
議
書
を
提

出
し
、
鎌
倉
市
政
初
の
再
議
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
多
数

議
員
の
賛
成
で
、
修
正
予
算
が
再

可
決
さ
れ
た
の
で
す
。

　

未
曾
有
の
大
災
害
に
一
丸
と

な
っ
て
立
ち
向
か
う
被
災
地
の

方
々
の
自
助
・
共
助
の
姿
、
そ
し

て
行
政
マ
ン
の
公
助
の
姿
を
鎌
倉

市
に
広
げ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

�

（
西
岡　
幸
子
）

議
会
広
報
委
員
会

　
委
員
長
　
中
村
聡
一
郎

　
副
委
員
長
　
渡
邊
昌
一
郎

　
委
　
　
員
　
安
川
　
健
人

　
委
　
　
員
　
西
岡
　
幸
子

　
委
　
　
員
　
飯
野
　
眞
毅

　
委
　
　
員
　
太
田
　
治
代

　
委
　
　
員
　
高
野
　
洋
一

編
集
後
記


